
１ 精神障害者等に対する包括的支援の確保

市町村等が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象

にできるようにするとともに、これらの者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすること

を明確化する。

法律改正の概要

改正後の精神保健福祉法の条文

◎精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（抄）

(精神障害者等に対する包括的支援の確保)

第四十六条 この節に定める相談及び援助は、精神障害の有無及びその程度にかかわらず、地域の実情に応じて、
精神障害者等(精神障害者及び日常生活を営む上での精神保健に関する課題を抱えるもの(精神障害者を除く。)
として厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ。)の心身の状態に応じた保健、医療、福祉、住まい、就労その
他の適切な支援が包括的に確保されることを旨として、行われなければならない。

(相談及び援助)
第四十七条 （略 ）
５ 都道府県及び市町村は、精神保健に関し、第四十六条の厚生労働省令で定める者及びその家族等その他の関
係者からの相談に応じ、及びこれらの者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うことができる。

• 第三十一条 法第四十六条の厚生労働省令で定める者は、保健、医療、福祉、住まい、就労その他日常生活に

係る精神保健に関する課題を抱える者とする。

省令の具体的内容

精神保健に関する課題は、自死やひきこもり、虐待等、複雑・多様化しており、精神障害と診断されていない方についても、対応に
困難を抱えている事例もあります。「精神保健に課題を抱える者」は、こうした実態を法令上に位置づけ、より積極的な対応が可能
となるようにしたもの（国によるQ&Aより） 。

別紙



２ 「入院者訪問支援事業」の創設

○市町村⾧同意による医療保護入院者等を対象に、外部との面会交流の機会を確保し、その権利擁護を図ることが必要である。そのため、
都道府県知事等が行う研修を修了した入院者訪問支援員が、患者本人の希望により、精神科病院を訪問し、本人の話を丁寧に

聴くとともに、必要な情報提供等を行う「入院者訪問支援事業」を創設する。 ※ 都道府県等の任意事業として位置付ける。

「入院者訪問支援事業」 ※ イメージ

※１ 入院者訪問支援員には、患者の尊厳を保持し、常に患者の立場に立って誠実に職務を行うことを求めるほか、守秘義務を規定。

※２ 具体的な研修内容は省令等で規定。例えば、精神医療保健福祉に関する制度や現状、精神科医療における障害者の権利擁護等を想定。

入院者訪問支援員を派遣

入院者訪問支援員を希望

・ 入院者訪問支援員に対する研修（※２）

・ 入院者訪問支援員の任命・ 派遣等

・ 精神科病院の協力を得て、支援体制を整備

都道府県等
【入院者訪問支援員（※１）の役割】

・ 精神科病院を訪問し、本人の話を丁寧に聴く

・ 入院中の生活相談に応じる

・ 必要な情報提供等を行う

市町村⾧同意による
医療保護入院患者

精神科病院
患者の孤独感・自尊心の低下を軽減し、権利擁護を図る

現状・課題
○精神科病院において、外部との面会交流を確保することは、患者の孤独感等を防ぐ上で重要。医療保護入院のような非自発的な入院の
場合、家族との音信がない患者には、医療機関外の者との面会交流が、特に途絶えやすくなる。

見直し内容



３ 医療保護入院の期間の法定化と更新の手続き

○精神障害者に対する医療の提供は、できる限り入院治療に頼らず、本人の意思を尊重することが重要であるが、症状の悪化により 判断能
力そのものが低下するという特性を持つ精神疾患については、本人の同意が得られない場合においても入院治療へのアクセス を確保す
ることが必要であり、医療保護入院の仕組みがある。

改正後の医療保護入院のイメージ
（ 改正に関わる手続等を記載 ）

・ 病院から都道府県

に入院の届出を提出

・ 精神医療審査会が

、入院の届出を審査

（※３）

退院
精神障害者に書面で通知

（通知する事項）

・ 入院措置を採ること

・ 退院等請求に関すること

精神障害者
家族等（※２）の同意
・ 家族等がいない場合は

市町村⾧同意

※１ 指定医の指定申請ができる期間を、当該指定に必要な研修の修了後「１年以内」から「３年以内」に延⾧する。 ※２ DV加害者等を「家族等」から除外する。

※３ 措置入院の決定についても同様とする。 ※４ 措置入院中の方も対象とする。 ※５ 現行努力義務→義務化。 ※６ 厚生労働省令で定める予定。
※７ 入院の要件を満たすことが確認された場合は、入院期間を更新。これに伴い、医療保護入院者に対する定期病状報告に代えて更新の届出を創設。なお、入院期間の更新について、 精神科

病院の管理者は、家族等に必要な事項を通知の上、一定期間経過後もなお不同意の意思表示を受けなかったときは、同意を得たものとみなすことができることとする。

※８ 政府は、非自発的入院制度の在り方等に関し、精神疾患の特性等を勘案するとともに、障害者権利条約の実施について精神障害者等の意見を聴きつつ、必要な措置を講ずる ことに

ついて検討するものとする検討規定を設ける（附則）。

面会交流

入院された方の権利
擁護のための取組を

一層推進（※８）

診察
・ 入院治療は必要だが、

自ら同意できる状況にない

・ 精神保健指定医（※１）

１名の判定

○ 家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村⾧の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切に 医療を
提供できるようにするほか、誰もが安心して信頼できる入院医療の実現にむけて、入院者の権利を擁護するための取組を一 層推進させ
るため、医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要件の確認を行う。

現状・課題

見直し内容

家族が意思表示を行わない場合も市町村⾧が同意の可否を判断
（ 例） 20年以上親交のない遠方の家族等： 本人の利益を勘案して同意・

不同意をすることが困難

本人の希望のもと 「入院者訪問支援事業」を実施

（都道府県等事業）

・ 通知先に家族等を追加（※３）

・ 通知事項に入院理由を追加（※３）

＜入院の要件＞ ＜入院時の手続＞

・ 退院支援を行う相談員を選任（※４）

・ 地域の福祉等関係機関の紹介（※４・ ５）

・ 退院支援委員会の設置

入院期間（※６）を定め、精神科病院において 期
間ごとに入院の要件（病状、同意能力等）を 確認
（※７）

＜入院後の手続＞ ＜退院に向けた支援＞



４ 精神科病院における虐待防止に向けた取組の一層の推進

○ 精神科病院における虐待防止のための取組を、管理者のリーダーシップのもと、組織全体で推進することが必要。

○職員等への研修、マニュアルの作成等、精神科病院の虐待防止に向けた取組事例を都道府県等を通じて周知し、虐待防止、早期発見、再発防

止に向けた組織風土の醸成を推進している。あわせて、虐待が強く疑われる場合は、事前の予告期間なしに実地指導を実施できるとする等、

都道府県等の指導監督の強化を図っている。

※障害者福祉施設等では、 障害者虐待についての市町村への通報の仕組みが
障害者虐待防止法に規定。

虐待の深刻化を防ぎ、 よ り 軽微な段階で通報し やすい組織風土の醸成等を
図り 障害者の権利利益の擁護に資する仕組みと し て位置付けら れている
。

市
町
村

虐
待
発
見

・監督権限等の適切な行使
・措置等の公表

通報 報告

都道府県

○精神科病院における虐待防止のための取組を、管理者の リー

ダーシップのもと、組織全体でより一層推進するため、 以下の

内容等を規定。

①精神科病院の患者に対する虐待への対応について、

従事者への研修や患者への相談体制の整備等の虐待防止等
のための措置の実施を、精神科病院の管理者に義務付ける。

②精神科病院の業務従事者による虐待を受けたと思われる

患者を発見した者に、速やかに都道府県等に通報すること
を義務付ける（※）。

あわせて、精神科病院の業務従事者は、都道府県等に

伝えたことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受け

ないことを明確化する。

③都道府県等は、毎年度、精神科病院の業務従事者による

虐待状況等を公表するものとする。

④ 国は、精神科病院の業務従事者による虐待に係る調査及

び研究を行うものとする。

現状・課題

見直し内容

通報

都道府県
虐
待
発
見

・監督権限等の適切な行使
・措置等の公表

通報の仕組み


